
 

関東学院大学大学院看護学研究科ＦＤ委員会規程   
（２０２０年３月４日制定） 

 （設置） 

第１条 大学院看護学研究科が、その教育研究上の目的に基づいて行う教育・研究活動の改善及び向

上に係る様々な方策の検討及び提言を行うことを目的として、関東学院大学大学院看護学研究科委

員会規程第６条の規定に基づき、大学院看護学研究科ＦＤ委員会（以下「委員会」という。）を置

く。 

 （定義） 

第２条 この規程において、「ＦＤ」とは、Faculty Development の略称であって、大学院看護学研

究科において教員が主体的かつ組織的に教育・研究活動を改善し、向上させるための活動をいう。 

 （構成） 

第３条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって構成する。 

（１） 看護学研究科委員長 

（２） 看護学研究科専攻主任 

（３） 看護学研究科委員会のうちから若干名 

２ 委員会に、委員長を置く。委員長は大学院看護学研究科委員長が委員の中から選出する。 

 （運営） 

第４条 委員会の運営は、次のとおりとする。 

 （１） 委員長は、委員会を招集し、議長となる。 

 （２） 委員会は、必要に応じて開催する。 

 （３） 委員会は、必要に応じて委員会構成員以外の者の出席を求め、意見を聞くことができる。 

 （４） 委員会の下に、必要に応じて特定の議題を検討又は調査する小委員会を設置することがで 

   きる。 

 （任務） 

第５条 委員会は、次の各号に掲げる事項について検討又は審議し、必要に応じて大学院看護学研究

科運営委員会、大学院看護学研究科委員会にその結果を報告又は提言する。 

 （１） 教育課程、授業時間割、授業運営、履修その他授業に係る内容及び方法の改善に資するた 

   めの組織的な活動に関する事項 

 （２） 研究能力向上に向けての事項 

 （３） ＦＤ活動に係る学内外からの情報収集、調査及び研究に関する事項 

 （４） その他、ＦＤ活動の推進に必要と認められる事項 

 （議事録） 

第６条 委員会に書記を置き、議事録を作成する。 

２ 議事録は、学部庶務課が保管する。 

 （事務局） 

第７条 委員会の事務の所管は、学部庶務課とする。 

 （規程の改廃） 

第８条 この規程の改廃は、大学院看護学研究科委員会の議を経て、学長が行う。 

   附 則 

 この規程は、２０２０年４月１日から施行する。 

   

 


